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第 1 章 本調査事業の目的・業務内容 
1-1 本調査事業の目的 

トラック運送業においては、他の産業と比較して総労働時間が長く、また、荷主都合

による手持ち時間等で長時間労働になるという実態があるものの、トラック運送事業

者のみの努力では長時間労働を改善することが困難な状況となっている。 

このような状況を踏まえ、トラック運送事業の長時間労働改善に向けたパイロット

事業として、トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会（以下「地方協議会」

という）が選定した発着荷主及び運送事業者による集団（以下「対象集団」という）に

対する現状の分析、課題に対する解決手段を検討のうえ、実証実験を実施し検証するこ

とにより、トラック運送事業者の長時間労働改善のための環境整備を行うことを目的

とする。 

 

1-2 本調査事業の業務概要 
（1）対象集団に対するヒアリング等による事前調査 

対象集団におけるトラックドライバーの労働時間や拘束時間、荷待ち時間等の実態、

荷主等からの受注の状況、トラックドライバーの労働時間改善につながる課題を把握

するために発荷主、運送事業者、個別に事前調査を行った。 

 

（2）長時間労働にかかる課題の整理・分析及びパイロット事業内容の検討 
ドライバーの長時間労働の原因や抑制の阻害要因等について整理・分析したうえで、

実証実験の実施手法等について検討を行った。 

 

（3）検討会議の開催 
検討会議は、実証実験実施前と実証実験実施後の 2 回行った。 

・実証実験前：平成 28 年 11 月 14 日（月）16:00～ 於 仙台第 4 号合同庁舎 2 階会議室 

本事業の趣旨の理解及びトラックドライバーの労働時間改善に対する事前調査で

整理・分析した内容及び実証実験の実施手法等について提案し、検討を行った。 

・実証実験後：平成 29 年 3 月 2 日（木）10:00～ 於 宮城県トラック協会 3 階会議室 

実証実験の結果報告、改善状況、実験成功の要因分析、労働環境改善について検

討を行った。 

※検討会議開催前に、対象集団に事前説明し意見を反映させたうえで資料を作成し

た。 

 

（4）実証実験の実施 
対象集団と検討した実証実験内容に基づいて実証実験を実施した。実証実験にあた

っては、手順書を作成したうえで説明し、適宜、現地監理を行った。  
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（5）対象集団事業者に対する実証実験終了後のヒアリング等 
実証実験終了後、調査結果のとりまとめ・分析を行ったうえで対象集団にヒアリング

を行った。 

 

（6）実証実験内容の効果検証及び取りまとめ 
実験成功の要因分析、今後の検討課題等の取りまとめを行った。 
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第 2 章 トラック運送事業の長時間労働改善に向けたパイロット事業 
2-1 対象集団の概要 

対象集団は、荷主都合による平均手待ち時間が長いとされる工業品を生産する事業

場であること、東北地域内に中長距離輸送していること等により選定に至った。 

 

 発荷主企業：黒川郡大和町に事業所を置き、計測機器類の製造と修理を行っている。 

 

 運送事業者：仙台市に事業所を置き、主に計測器類、食品、雑貨等の輸送を行ってい

る。 

 

 荷種 

計測器 

 

 事務局：宮城労働局、宮城運輸支局、宮城県トラック協会 
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2-2 パイロット事業の実施内容 
（1）事前調査の実施 

事前調査は、発着荷主、運送事業者のそれぞれに対して、初回訪問前に『自己診断チ

ェックシート』の事前配布、記入（・返信）を依頼し、初回訪問と 2 回目の訪問調査の

なかで、実態の把握や課題等の共有について行った。なお、事前調査の調査票は参考資

料 1（参-1 参照）に示す。 

事前調査の区分 調査対象の区分 調査内容及び調査期間・日数 

事
前
配
布 

基礎調査 
【実態把握】 

・運送事業者 〈事業者〉 ・年間を通じた状況把握について、約 3 週間程度で実施
（自己診断チェックシートの事前記入・返信：事業者用） 

〈ドライバー〉 ・連続する 7 日間の勤務実態について把握 
（自己診断チェックシートの事前記入・返信：ドライバー
用） 

・発荷主 ・連続する 7 日間の取引環境について把握 
・年間を通じた状況把握について、約 3 週間程度で実施 
（自己診断チェックシートへ事前記入・返信：荷主用） 

初
回
訪
問
調
査 

現状分析 
【実態把握】 

・運送事業者 〈事業者〉 ・自己診断チェックシートによる現状分析結果、課題等の抽
出結果について報告、共有（1～2 日間程度で実施） 〈ドライバー〉 

・発荷主 ・自己診断チェックシートによる現状分析結果、課題等の抽
出結果について報告、共有（1 日程度で実施） 

２
回
目
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
等 

追加調査 
【実態把握】 

・運送事業者 
 

・自己診断チェックシート、初回訪問調査において、ドライバー
の労働時間において改善すべき点がみられず、デジタコデータ
等を入手し追加調査を実施（1 日程度で実施） 

・発荷主 ・自己診断チェックシート、初回訪問調査において、ドライバー
の労働時間において改善すべき点がみられず、その他の可能
性について追加調査を実施（1 日程度で実施） 
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①調査票の事前配布 

現地でのヒアリング調査を効率的に実施するため、基礎調査（実態把握）は、荷主及

び運送事業者、それぞれの自己診断チェックシートを事前に配布した。 

・荷 主 企 業：通年の状況把握と、ドライバー用と対比するための 1 週間程度の取引内

容について詳細把握を実施した。 

・運送事業者：ドライバーの労働時間の実態を的確に捉える必要があるため、事業者用

とドライバー用を分けてチェックシートを作成した。運送事業者用は、

通年の状況把握が必要であることから、年間の労働時間等に関する情

報について把握、また、ドライバー用は、勤務実態等の詳細を把握する

必要があることから、通常の勤務日報等の情報よりも詳細な内容につ

いて 1 週間程度の状況を把握した。 

 

◆自己診断チェックシート調査結果 

・発荷主 

 発荷主 
繁閑について なし 
荷役作業・付帯作業等 100％書面化している 
荷役、高速道路料金の支払い 100％支払っている 
改善基準告示について 知らない 
荷主側で必要と考えられるもの 荷役の機械化等による荷役時間の削減 
時間短縮につながる運送事業
者からの協力依頼 

協力依頼を受けたことはない 

 

・運送事業者（ドライバーの労働時間） 

労働時間の項目 
8 月の 

2 運行平均 
H27 平均* H27 最大* 改善基準告示 

1 ヶ月の拘束時間 - 273.1 292.0 293 時間 
1 日の拘束時間 12.9 

(休憩 2.1 時間)
15.1 16.0 1 日 13 時間、最大 16 時間 

1 日の運転時間 7.5 12.3 14.0 2 日平均 1 日 9 時間未満 
1日の最大連続運転時間 - 4.0 4.0 4 時間未満 

＊平成 27 年の値は運送事業者のドライバーのうち、1 ヶ月の中で一番時間が長いドライバーを対象。 
（対象運行以外含む） 
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②初回訪問調査 

荷主と運送事業者それぞれに対し、自己診断チェックシートによる現状分析及び課

題等の抽出結果による、課題要因の把握を現地にてヒアリングを行い、細部にわたる課

題の全容を把握した。 

荷主企業については、長時間労働等に対する課題認識が希薄であることも考えられ

ることから、運送事業者の訪問後に荷主を訪問し、運送事業者の実態について把握した

うえで、運送事業者の課題について深堀した。 

また、荷積みの際の荷役状況の確認を行った。 

 

◆ヒアリング調査結果 

運送事業者：平成 28 年 9 月 23 日（金） 

発荷主：平成 28 年 9 月 26 日（月） 

 

・発荷主 

 発荷主 
長時間労働の改善に向け
ての意向 

・かつて運送会社さんの都合で若干ではあるが積み荷時間の変更をしたことがあった。 
・自社は決まった地点に決まった時間で運ぶというスキームがしっかりしている。 

改善基準告示の遵守状
況に関する意識 

・トラックドライバーの労働時間については管理していない。 

運送に係るコスト負担につ
いて 

・適正な負担であれば、やむを得ない。どこの運送事業者へ依頼するかは競争で決めて
いるので運送事業者次第（安全へのポイントや労働条件）だと思う。 

運送事業者の課題への対
応等について 

・何かあった時は話し合いをすることはあるが、定例的に行っているわけではない。（既に
良好な関係は築けていると思う） 

その他 ・10 年ごとに交換が必要な品目であり、閑散期もなく数字が一定していて変動がある業
界ではないので、対象集団以外の運送事業者に対しても同様に課題はなく、安定した
物流である。 
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・運送事業者 

 運送事業者 
ドライバーの高齢化・不
足、雇用の定着について 

・若手ドライバーはすぐに辞めていくので、勤続年数は 20 年近い者がほとんどである。 
・ドライバーが不足している場合は協力会社に要請している。 

長時間労働の課題要因、
配送先に特化した課題要
因について 

・予定より早く到着した場合に、前の時間帯に到着しているトラックを待つことが 30 分～
1 時間程度ある（月末に多い）。配送先の都合で待つことはない。 

改善基準告示の遵守につ
いて 

・対象運行では守れている。また、荷主の理解もあるため高速道路料金を収受し、利用
の指示をいただいている。 
（対象以外の荷主の中には、改善基準告示を理解しているが、荷主側の人手不足の

問題があり、なかなか改善基準告示を守るに至っていない現状がある。） 
運送コスト負担について ・対象運行以外では、リードタイムの要求が短いため、可能な限り高速道路を使用する

ようにしている。また、拘束時間も短くなるため人件費が抑えられる。 
（対象運行ではリードタイムに余裕があるため高速を使わないことが多い。） 

運送業界全体、行政等へ
の協力要請が必要なこと 

・食品関係の運行は鮮度の関係もありリードタイム等が厳しいため、食品関係の荷主に
対する改善基準告示のさらなる周知が必要。 

労働環境改善について ・今後さらに、ドライバーの高齢化・女性ドライバーの促進のためには、パレット積みのパレ
ット降ろしの徹底である。 

 

◆現地調査 

・発荷主荷役状況 

発荷主側で荷物の荷締めを行ったものを、発荷主側のフォークリフトドライバーが

パレット積みでトラックに運んでおり、荷積みまでの手待ち時間もほとんどないため

荷役作業の時間は 1 時間程度で終わる。 
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③ 2回目ヒアリング等による追加調査 

発荷主：平成 28 年 10 月 28 日（金） 

運送事業者：平成 28 年 10 月 31 日（月） 

 

事前調査や初回訪問において、運送事業者の労働環境は改善基準告示が守られてい

る状況が確認されたため、休息を道の駅等で取っている状況が確認された「新潟運行に

着目」した追加調査を実施した。 

 

 調査内容 

荷 主 企 業：着荷主側の時間変更についての可能性の有無、その他 

運送事業者：新潟運行のデジタコデータ入手・分析、その他 
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（2）事前調査の課題整理・分析 
荷主側の安定した発注環境と高い法令順守意識により、前日発注の徹底、余裕のある

リードタイムの確保、高速道路料金の支払いなどが可能になっており、対象運行におい

ては、改善基準告示の定める労働時間等の遵守が実現されていることが確認できた。 

発荷主 運送事業者 
・繁閑の差がなく受注が一定している業界で
あるため、物流も安定した運行形態となって
いる。 

・前日発注の徹底、余裕のあるリードタイムの
確保、高速道路料金の支払いを行ってい
る。 

・荷主からの余裕のある発注、リードタイムにより改善基準告示の遵
守ができている（高速道路を使うと早く着きすぎるため利用していな
い）。 

・予定より早く到着した場合は、前の時間帯に到着しているトラックを
待つことが 30 分～1 時間程度ある（月末に多い）。 

 

 

（3）パイロット事業の方向性 
事前調査では運送事業者の労働環境は改善基準告示を遵守できている状況が確認さ

れた。そこで、本パイロット事業の方向性は「ドライバーの職場環境の改善」を踏まえ

「安全衛生のさらなる向上」に着目することとした。 

〈参考〉改善基準告示は、トラック運転者の労働条件と安全衛生確保の 2 つの側面をも

つものであり、常態化する長時間労働により労働を原因とする脳・心臓疾患や

過労運転により発生する交通事故、荷役作業中の労働災害などの発生を防ぐ

ことを目的の 1 つとしている。 

○デジタコデータ解析結果（H27.9.14～9.15） 

入手したデジタコデータから、新潟運行では大和町で荷積みをした後、新潟へ向けて

運行を開始し、途中の道の駅等で休息期間を取っていることが確認できた。 
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（4）パイロット事業内容 
事前調査結果、対象集団の相互理解のもと、次のパイロット事業を行うこととした。 

パイロット事業 現状 パイロット事業内容 
新潟運行における、中
間地点での休息を自
宅での休息へ 

大和町での荷積み後、新潟間の道の駅等で
休息 

大和町での荷積み後、帰庫し自宅で休息 
効果→運転手の負担軽減 

→拘束時間のリセット 
※スポット的に実施 

運送事業者のご意見 
・最近では、道の駅等のパーキングエリア等はトイレや風呂等の衛生施設が充実している。ドライバーのなかには、可能
な限り家に帰りたいという者もいれば、可能な限りそのような施設で休息をとるほうが快適というドライバーもいる。 

→実証実験を行ったうえで、メリット・デメリットを検証 

 

（5）パイロット事業の手順書作成 
パイロット事業がスムーズに行えるよう、手順書を作成し、対象集団の役割分担を明

確にした。また、ドライバーの労働時間を実証実験前後で比較するため、事前調査と同

様のドライバー調査票を配布した。手順書は参考資料 2（参-18）に示す。 

○パイロット事業のタイムスケジュールイメージ 

1 日目の運行は「拘束時間」及び「運転時間」をなるべく短い時間とし、一度仙台に

帰庫し可能な限り自宅で休息期間をとる。 

2 日目の一般道で新潟間を往復する運行は、新潟の着時間等を考慮した運行計画を調

整し、十分に休憩を取りながら安全運行を第一とし、無理のない運行を行う。 

 

  
時 労働時間

1日目 ～休息→ 運転 他荷役
運
転 休憩 運転

他
荷
役

運転 大和町荷役 運転 ←仙台に帰庫して休息～
運転：4.5時間
拘束：10時間
休憩：1.5時間

2日目 ～休息→ 運転 休憩 運転 新潟荷役
休
憩 運転 休憩 運転 ←新潟運行終了

運転：11時間
拘束：15時間
休憩：2.5時間

※イメージのため、点検・点呼時間を省略しています。

1611 12 13 14 15 23 2417 18 19 20 21 228 9 100 1 2 3 4 5 6 7
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2-3 パイロット事業の分析結果 
（1）パイロット事業実施内容 

〈 実証実験期間：平成 29 年 1 月 12 日～2 月 10 日 〉 

 

 帰庫して自宅での休息へ 

対象運行のうち「新潟運行」に着目し、道の駅等で取られていた休息期間を、1 度帰

庫し「自宅で休息」することで、ドライバーの職場環境を改善し、「安全衛生のさらな

る向上」を目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状

大和町～新潟間の
道の駅等
で休息

実証実験

帰庫して

自宅で休息

《効果》

ドライバーの
安全衛生の

さらなる向上
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（2）パイロット事業の分析結果 
事前調査と実証実験の 1 日の労働時間を比較したイメージ図は次のとおり。実証実

験の運行では休息期間が長く確保され、さらに拘束時間が分散される結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）実証実験後のヒアリング結果 
発荷主、運送事業者：平成 29 年 2 月 17 日（金） 

 

実証実験後のヒアリングは、実証実験の感想、運送業界の課題、取引環境の好事例（次

節 2-4 に結果を示す）に着目した内容としてヒアリングを行った。 

 

○ドライバーヒアリング結果 

・ドライバーの概要 

15 年以上のベテランドライバー2 名、5 年未満のドライバー2 名となっており、通勤

時間は 4 名とも 30 分未満、家族構成が 3 人以上のドライバーが 3 名であった。 

 

 

  
15年以上5年未満

【ドライバー歴】
（N=4）

10分

20分

25分

【通勤時間】
（N=4）

1人

3人

4人以上

【家族構成】
（N=4）
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・「新潟運行」について〈安全衛生確保の観点〉 

1 度帰庫することに関しては、道路状況や運行にもよるため、一概には言えないもの

の、ドライバーの考え方の違いにより回答が分かれる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉5 年未満ドライバー2 名が「帰庫したくない」、15 年以上ドライバー2 名が「楽に

なる」、「どちらでもよい」と回答。 

 

ドライバーの睡眠時間は 5～6 時間程度で、どのドライバーも外で休息することの負

担は同様の傾向があり、「休息場所が探せない」「食生活の偏り」「勤務時間のような感

覚」の回答が多くみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

楽になる

どちらでもよい

帰庫し
たくない

【1度帰庫することについて】
（N=4）

1

2

1

面倒

深夜出発だと次の日の運行
が不安

PA等の方が睡眠がとりやすい

●帰庫したくない理由

※複数回答

（N=2）

1

1

1

リフレッシュする

天候等により次の日の運行
が不安な時がある

自宅の方が睡眠がとりやす
い

●楽になる、どちらでもよい
（道路状況や運行による）理由

※複数回答

（N=2）

短い

長い

十分

【休息期間(8時間)について】
（N=4）

1

3

3

4

疲れが取れない

勤務時間のような感覚がある

食生活が偏る

休息場所が探せない時がある

【道の駅、PAでの休息で負担になること】

※複数回答

（N=4）
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○ その他 

・新潟運行について 

 帰庫せず一般道の道の駅で休息しても、1 度帰庫して自宅で休息しても、運送事業

者では運行管理者が従来より 24 時間常駐のため、コスト負担は変わらない。 

 冬期であると高速道も一般道も同様に峠の通行止めがあり、立ち往生する等、時間

がぎりぎりになることもあるので、どちらを利用しても拘束時間の短縮にはなら

ない。 

 

・1 日目と 2 日目とドライバーを分けることについて（ドライバーの視点） 

 他のドライバーが荷積み確認した荷物であると、積載や荷締めの状況が分からな

いので不安があり、運行したくない。 

 一応積み荷の確認はするが、積み荷状態の詳細が確認できないので、他人が積んだ

荷物は運行したくない。 

 そんなことはないとは思うが、自分が運行するわけではないとなると、適当に荷積

みをしている可能性も考えられなくもない。 

 他人が積んだ荷物の荷崩れが起きた場合の責任の所在についても不安がある。 

 自分で積んで運行した方が安心なのでよいとは思わない。 

  

○ パイロット事業の分析結果まとめ 

1 度帰庫することにより、休息期間が十分に確保され、道路状況等に左右されな

い日程（運行）であれば、ドライバーにとっては有効である。 

1 度帰庫することについては、不安が少ない、負担を感じると意見が分かれる結

果となった。 

帰庫したくない理由としては、「次の日の運行への不安」や、「帰庫しない方が

睡眠がとりやすい」との回答であった。 

パーキング等で休息することの負担感については、「休息場所が探せない」「食

生活の偏り」「勤務時間のような感覚」といった回答が多く、心身ともにリラッ

クスできない状態があることが分かった。 

帰庫することで対面点呼となり、ドライバーの体調の確認がしやすい。 

今回のパイロット事業は「宮城～新潟間」という比較的近距離であるため、帰

庫が可能であったことから、実際の運行では、運行距離等を考慮する必要があ

る。 
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2-4 今後の取引環境の改善に向けて 

○対象集団がすでに取り組んでいた事例（好事例） 
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（2）今後の運送業界の課題〈参考〉 

 運送事業者の視点 
ドライバーの労働時間について ・今後の時間外労働の割増賃金の引き上げにあたり、60 時間で抑える

ようにしていかなければならないが、自社だけの問題ではではないと思
う。 

・高速道路を利用した時間短縮、休暇を増やすことが考えられるが、対
価の問題につながる。 

制度等について ・準中型免許制度は、これまで普通免許を持っていれば運転することが
できた 2 トン車も乗れなくなり、会社が免許の取得支援をしても教習
所に通わなければならず、若者の負担になるのではないかと思う。 

・緑ナンバーは利用時間帯に関係のない高速道路料金の割引制度が
あってもよいと思う。高速道路が利用できると、ドライバーの拘束時間の
短縮に大きな効果があると思う。 
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第 3 章 トラック運送事業の長時間労働改善に向けたパイロット事業概要版

（東北運輸局管内 青森県、岩手県、宮城県） 
3-1 02 青森県パイロット事業概要版 
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3-2 03 岩手県パイロット事業概要版 
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3-3 04 宮城県パイロット事業概要版 
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第 4 章 トラック運送事業に関わる共通課題への取り組み 
4-1 人材確保に向けた取り組み 
（1）地域創生人材育成事業の概要 

人手不足分野を抱えている地域において、地域の創意工夫を活かした公的職業訓練

の枠組みでは対応できない人材育成の取り組みを通じて、当該分野における安定的な

人材の確保を目指すことを目的に取り組まれている厚生労働省の事業である。 

 

 創設時期：平成 27 年度から事業開始 

 選定方法：都道府県から提案のあった事業計画の中から、コンテスト方式により選

定し、育成事業の実施を委託 

 採択事業：平成 27 年度 

10 道府県（北海道、富山県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、鳥取

県、山口県、徳島県、宮崎県） 

平成 28 年度 

9 県（群馬県、埼玉県、静岡県、岡山県、愛媛県、高知県、福岡県、長

崎県、熊本県） 

 予 算 等：育成事業の実施に係る委託費は 1 都道府県当たり 3 億円を上限とし、1

都道府県当たり通算して 3 年間を上限とする 

○地域創生人材育成事業の概要（平成 28 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省） 
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（2）地域創生人材育成事業のうち物流分野を対象とした取り組み事例 

（京都府、山口県、群馬県、埼玉県、長崎県） 

平成 27 年度、28 年年度の 2 箇年においては、物流分野を対象とした育成事業が 5 地

域において実施されている。 

○地域創生人材育成事業に採択された府県の背景等を抜粋 

 背景・課題 本事業による対応 
京
都
府 

・建設、運輸、介護・福祉、ものづく
り等の人手不足分野での人材育
成、人材確保が大きな課題 

・建設、運輸、介護・福祉、ものづくり等の分野において、
就職困難者を対象にして、社会人基礎力習得のための訓
練と各分野で求められるスキル習得のための職業訓練を実
施 
・雇用創出者数：200 人 
（平成 29 年度までの累計） 
・対象分野：運輸分野、介護、福祉分野、ものづくり分
野 

山
口
県 

・運輸分野の人材育成もフォークリフ
ト等の一部の技能講習は実施して
いるが、人材確保が特に課題となっ
ている大型免許の取得支援も含め
た人材育成は、実施が困難な状況 
・建設分野や運輸分野において、既
存の公的職業訓練の委託費単価で
は職業訓練の実施が困難な状況 

・建設分野や運輸分野において、企業ニーズが高い大型
免許などの免許や資格の習得などを目指す職業訓練を実
施。 
・雇用創出者数：180 人 
（平成 29 年度までの累計） 
・対象分野：建設分野、運輸分野 

埼
玉
県 

・人手不足が課題となっている物流
分野、建設分野、IT 分野における
人材育成が急務となっている 

・雇用創出者数：500 人 
（平成 30 年度までの累計） 
・対象分野：介護分野、物流分野、建設分野、IT 分野 
 
 
 

長
崎
県 

・人手不足が課題となっている建設
業、運輸業における人材育成が急
務となっている 

・課題である若者の県外流出に対応するため、キャリア教
育段階での企業の魅力発信から、企業現場での新人研
修までの一貫した人材育成を通じて、将来の中核社員と
なる若年層の育成を図る 
・雇用創出者数：490 人 
（平成 30 年度までの累計） 
・対象分野：製造業、情報サービス業、建設業、運輸業 

（
Ｈ
２
７
度
） 

（
Ｈ
２
７
度
） 

（
Ｈ
２
８
度
） 

（
Ｈ
２
８
度
） 
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とりわけ群馬県においては物流分野に特化した就職支援としては全国で初めての事

業となり、2018 年度までの 3 年間で 210 人の新規雇用を目指している。また、新規雇

用により、さらに知人を紹介する（知人による紹介は定着率が高い傾向がある）等の相

乗効果も期待されている。 

以上のことからもこの事業は、労働力不足がいっそう深刻化しているトラック運送

業界にとって大型免許受有者やフォークリフト資格者といった即戦力の雇用につなが

る有益な事業であることから、今後、東北管内においても、トラックドライバーの人材

確保に向け、この事業の活用に積極的に取り組んでいくことが期待される。 

○群馬県の事業概要（H28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省） 
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4-2 取引環境の改善に向けた取り組み 
（1）荷主と運送事業者間での話し合いの重要性 

青森県、岩手県のパイロット事業において、荷主企業、運送事業者間で「話し合うこ

と」「課題を共有すること」の大切さを改めて認識しあえ、そのことで荷主企業、運送

事業者が「お互いを考える」ようになった歩み寄りがみられたことは大きな成果の 1 つ

といえる。 

荷主企業側は「なんとなくこういった形態」で「荷役～運行を行っているであろう」

と感覚ではわかってはいるものの、ドライバーの労働時間や形態についての詳細は知

らないことが多い。運送事業者が細部にわたり、荷物に対して慎重な取り扱いを行って

いることや、商品事故等にも配慮していること等、実態を認識して、改めて運送事業者

への信頼や感謝等が芽生え、お互いを考えるようになったとの意見が聞かれた。 

荷主企業にとっても「運び手」がいなければ事業が成立せず、お互いが協力しあい、

話し合うことで知恵を出し合い、すぐには取引環境の改善への解決にはつながらない

かもしれないが、「実態や課題を共有すること」は、取引環境改善への一歩となり、と

ても大切なことである。 

運送事業者の視点では「荷主企業はどうしても立場が上」との意見も聞かれ、そうい

った慣例のようになっていた運送業界が少しでもよい方向へ向かうことで、今後の取

引環境の改善が期待される。 

 

〈青森県事例〉 

荷主企業：運送事業者の実態を知ることで、それまで 2 日にわたり同運送先に運行さ

せていたものを統合したり、運送先は近いところでまとめて運行を依頼す

るようになった。→配送先の配慮 

運送事業者：荷主企業の歩み寄りにより、荷積み要員の出勤時間の前倒し（ドライバ

ーより早く出勤して積み荷を整理）することやパレット運用についての

提案がされ、今後検討のうえ、実施を予定することとなった。→さらな

る効率化にむけた提案 

〈岩手県事例〉 

荷主企業：「できることはしていかなければならない」ということや「効率化につな

がる有効的なものを運送事業者から提案してほしい」等、運送事業者のこ

とを考えるようになったという意識変容があった。 

運送事業者：荷主企業の歩み寄りにより、運行依頼が以前より早めになる等の変化が

みられた。 

拘束時間等の削減がみられた 1 者では、実証実験後も手待ち時間を削減

するため、継続して「出勤時間の後倒し」を行っている。 
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（2）相互理解を深め、より良い協力関係の構築～荷主懇談会の実施～ 
岩手県では、「トラック運送における取引環境・労働時間改善岩手県協議会」の今後

の議論の発展を補完するとともに、多くの荷主企業に運送業界の運行実態を知ってい

ただくこと、さらには協会支部の活動の活性化することを目的とし、岩手県トラック協

会が主体となり、荷主及び運送事業者を対象とした懇談会を実施した。 

 地区 日 程 参加者 
第 1 回 奥州地区 

（水沢支部） 
平成 28 年 1 月 16 日（土） 荷主企業   7 社  7 名 

運送事業者 29 者 37 名 
第 2 回 花巻地区 

（花巻支部） 
平成 28 年 2 月 10 日（火） 荷主企業   7 社  7 名 

運送事業者 20 者 24 名 
第 3 回 一関地区 

（一関支部） 
平成 28 年 5 月 27 日（金） 荷主企業  22 社 23 名 

運送事業者 34 者 37 名 
第 4 回 県央地区 

（中央支部） 
平成 28 年 8 月 25 日（木） 荷主企業  14 社 19 名 

運送事業者 41 者 49 名 
第 5 回 花巻市 

（花巻支部） 
平成 29 年 2 月 16 日（木） 荷主企業   7 社  8 名 

運送事業者 17 者 24 名 
 

■講演内容 

・労働基準監督署： 改善基準告示のポイント解説 

・運輸支局： 行政処分例や処分基準（改善基準違反に係る内容） 

・トラック協会： 運行事例をもとに拘束時間等遵守のための取り組み等発表 

■荷主企業からの声 

・運転者の労働時間等に関する基準があり、厳しい状況下にあることを知らなかった。 

・今後は、基準を意識しながらオーダーの発注に心がけたい。 

・我 （々荷主）も厳しい情勢下にあるが、今後は共に検討しなければならないと感じた。 

・こういう内容（改善基準告示等）は、多くの荷主企業は知るべきであり、参加し聞く

べきであると感じた。 

■運送事業者の声 

・運賃の話にかかる懇談会だと荷主は集まってくれないが、今回のような中身だと積極

的に参加してもらえた。 

・荷主から「自分たち（荷主）も改善しなければならない」と言ってもらえた。 

・荷主に長時間労働が事故につながるという認識を持ってもらえた。 

・役所（厚労省や国交省）から話をしてもらうと、荷主にも真剣に聞いてもらえるよう

だ。 

また、この岩手県の取り組みを受けて青森県や秋田県においても荷主懇談会が開催

された。  
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本パイロット事業で実施したヒアリング調査においても、荷主企業からは「改善基準

告示」について内容を知らないという荷主が多かったこと、また、本パイロット事業の

中では、運送事業者の実態を共有することで荷主企業にも意識変容があった。「改善基

準告示」等について、知る機会さえあれば、荷主企業は自ら積極的に勉強したり、取り

組みをすることが把握できた。 

以上を踏まえると、今後の取引環境の改善に向けて、次年度以降も荷主懇談会のよう

な取り組みを各県で積極的に開催していくことか重要である。 
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（3）東北運輸局における取り組み・荷主勧告制度について 
本年度、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、（公社）全日本トラック協会では、

荷主企業に対し、「改善基準告示」や「荷主勧告制度」に関するリーフレットを配布す

る等、トラック運送に係る法令等の周知に努めている。 

特に、荷主勧告制度については、平成 26 年 4 月 1 日に改正が行われ通達で規定され

ているものの、荷主の関与や悪質性の判断等の調査が困難でありあまり発出されてい

なかったことから、東北運輸局においては今後過労運転等の違反により行政処分とな

る事案が発生した場合は、荷主に対し「荷主協力要請書」を積極的に発出することとし

た。 

 

◆荷主勧告制度 

貨物事業者運送事業省第 64 条に基づき、トラック運送事業者が行った過積載運行等

の違反行為について、荷主が指示する等荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通

省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止

を図る制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

荷 主 勧 告：実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するもの

であり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難

であると認められる場合に発動。荷主勧告を発動した場合、当

該荷主名及び事案の概要を公表する。 

警 告 書：荷主勧告には至らないが、実運送事業者の違反に関し荷主の関

与が認められる場合に発出 

協力要請書：実運送事業者の違反に関し、荷主の明確な関与は認められない

ものの、当該違反の再発防止のため、荷主の協力を要請する必

要がある場合に発出 
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〈参考：労働時間のルール〉 
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4-3 手待ち時間、荷役時間以外の長時間労働にかかる外的要因の一例 
手待ち時間、荷役時間以外の外的要因として、複数の協議会において、運送事業者委

員より、長距離輸送（東北～首都圏等）において、高速道路のパーキングエリア等が混

雑していて駐車できず、休憩や休息を取ることができない場合があるという意見が出

された。このことから、北東北３県のトラック協会では会員に対し混雑するパーキング

エリアに関する調査を実施した。その結果混雑が認められるパーキングエリア等につ

いて取りまとめた結果は以下のとおりである。なお、混雑する時間帯については、各パ

ーキングエリアとも概ね 20:00～4:00 の深夜時間帯となっており、特に東北～関東間の

上り線では福島以南の主なパーキングエリアが夜間全体を通して混雑している傾向が

あるとしている。 

   
場所 

大型 
駐車台数 
(上下計) 

1 東 
北 
自 
動 
車 
道 

紫波 SA 下  62 
2 前沢 SA 下  54 
3 長者原 SA 下  49 
4 鶴巣 PA 下  89 
5 蔵王 PA  17 
6 国見 SA 上下  59 
7 吾妻 PA 上下  36 
8 安達太良 SA 上  86 
9 安積 PA 上下  96 
10 那須高原 SA 108 
11 黒磯 PA 上  24 
12 矢板北 PA  30 
13 上河内 SA  88 
14 大谷 PA  92 
15 佐野 SA 109 
16 羽生 PA 上下 241 
17 蓮田 SA 上下  67 
18 圏

央
道 

狭山 PA 内  94 
19 厚木 PA 内外  64 

 
20 関

越
道 

嵐山 PA 上  46 
 
 

 

（資料：青森県・秋田県・岩手県トラック協会調べ） 

  

1 

2 

3 
4 

5 6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 13 

14 
15 

16 

17 
18 

20 

19 特に混雑が激しいとの指摘があった SA 
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改善基準告示に規定されている連続運転時間が 4 時間を超過しないように、運行管

理者は高速道路のパーキングエリア等で休憩・休息を取得する旨の運行指示書で指示

するものの、指定されたパーキングエリア等の混雑等により駐車スペースがなく、結果

的に 4 時間を超えて運行せざるを得ないケースもある。駐車スペースに止められない

ことにより、トラック運転者の肉体的疲労と精神的疲労がさらに蓄積され、事故防止の

観点からも安全の確保は率先して取り組まなければならない課題である。例えば、運行

管理者においては、今回の調査で判明したパーキングエリアの混雑状況をあらかじめ

想定した上で、運行指示書に記載する休憩や休息場所や時間を工夫することが必要で

あるほか、抜本的な改善に向け関係各機関への働きかけを並行して行っていく必要が

あるものと考えられる。 
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第 5 章 次年度以降のパイロット事業に向けた課題 
（1）対象集団の選定について 

本パイロット事業の対象集団のうち荷主については、すでに運送事業者と協力して

改善に向けた取り組みを進めている荷主や、手待ち時間・荷役時間等において特に問題

のない荷主を対象集団として事業を進めたケースが全国的にも何件か見受けられた。 

運送事業者から、「好き好んで改善基準告示違反をしているわけではない」といった

切実なご意見もあり、次年度の対象集団の選定においては、拘束時間等の明確な課題を

抱えている分野や各県の課題の特性を踏まえて対象集団を慎重に選定し、パイロット

事業が実効性のあるものにしていく必要がある。 

 
（2）着荷主企業の協力の必要性について 

1 つの運行は発荷主からの荷物を着荷主に届け検査等の確認が終わるまでである。 

本パイロット事業でも着荷主側に到着してからの手待ち時間の発生に時間を要して

いる等長時間労働の要因は着荷主側にもあるとの意見が多くあった。着荷主側で、本当

に配送時間の変更はできないのか等、着荷主側の歩み寄りも期待される。次年度におい

てパイロット事業の実効性をより高めていくには、着荷主も集団に加えた中での課題

の抽出及びその解決手法の検討が期待される。 

 
（3）対象集団との信頼関係の構築とパイロット事業の進め方 

本パイロット事業では、対象集団の抱えている課題の本質を引き出すため、事前調査

に時間をかけ信頼関係の構築に努めた。 

繁忙期であれば、非常に多忙の中、そして荷主・運送事業者ともに人手不足の中、無

償でパイロット事業に協力いただかなければならないため、一層の信頼関係の構築と

事務局との連携も必要不可欠である。 

また、実証実験をスムーズに進行させるため、適切なスケジューリングすること、か

つ理にかなったものとしなければならない。 

 
（4）実証実験時期について 

取り扱う荷種や運送形態によっては、繁忙期と閑散期に大きな労働時間の差が生じ

る場合もあり、実態調査を行った時期は繁忙期であったにもかかわらず、実証実験は閑

散期に行わざるを得ず、改善にかかる有効な結果が得られない可能性も考えられる。そ

のため、実証実験期間の調整に十分な時間をかけられるような配慮が必要である。 
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